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(57)【要約】
【課題】レンズを駆動する部分を小型化する。
【解決手段】レンズバレル１０２は、段１５１と段１５
２を有する構成とされ、段１５１の部分には、レンズ２
３が保持され、段１５２の部分には、レンズ２１とレン
ズ２２が保持される。段１５２の部分には、ネジ１１１
が設けられ、レンズキャリ１２１に設けられているネジ
１２２と螺合するように構成される。レンズキャリ１２
１には、コイル１２３が周回されており、そのコイル１
２３に対向する位置に、マグネット１２４が備えられる
。このコイル１２３とマグネット１２４によりボイスコ
イルモータが構成され、レンズキャリ１２１は、ケース
１０１に対して移動するように構成されている。本発明
は、撮像装置のアクチュエータに適用できる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズを保持する第１の部材と、
　前記第１の部材が固定される第２の部材と、
　撮像素子の撮像面に対して前記第２の部材を垂直方向に駆動する駆動手段と
　を備え、
　前記第１の部材は、異なる口径を有し、小さな口径を有する部分に、前記第２の部材と
螺合する部分が設けられ、
　前記異なる口径の差分により生じる空間に、前記駆動手段が設けられる
　撮像装置。
【請求項２】
　前記第１の部材は、複数枚の異なる口径のレンズを保持し、前記レンズの口径に対応し
た口径を有する形状とされている
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記駆動手段は、コイル、マグネット、およびヨークから構成されるボイスコイルモー
タであり、
　前記空間には、前記ボイスコイルモータが設けられ、
　前記ボイスコイルモータのうち、前記第２の部材の側面には、前記コイルが設けられる
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記駆動手段は、圧電素子、前記圧電素子に接続されている軸、および前記軸が貫通し
、前記第２の部材と接続されているフックを含み、
　前記空間には、前記圧電素子、前記軸、前記フックが設けられる
　請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記駆動手段は、形状記憶合金で構成されるワイヤ、前記ワイヤが掛止されるフック、
および前記ワイヤに接続される電極を含み、
　前記空間には、前記ワイヤ、前記フック、および前記電極が設けられる
　請求項１に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は撮像装置に関し、特に、レンズを駆動する機能を有する部分の小型化を実現で
きるようにした撮像装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、従来の撮像装置の一例の構成を示す図である。図1に示した撮像装置１０は、
ケース１１、レンズバレル１２、および撮像素子１３を備える。ケース１１に、レンズバ
レル１２と撮像素子１３がそれぞれ組み込まれることで、撮像装置１０が製造される。
【０００３】
　レンズバレル１２の内側には、レンズ２１、レンズ２２、レンズ２３が組み込まれ、レ
ンズバレル１２は、それらのレンズ２１乃至２３を保持する構成とされている。レンズバ
レル１２の外側の側面にはネジ２４が備えられている。このネジ２４と、ケース１１の内
側に備えられたレンズキャリ３１に刻まれたネジ（不図示）は、螺合するように構成され
ている。レンズバレル１２がレンズキャリ３１に螺合されるのは、製造時に撮像素子１３
との距離を合わせる（ピントを合わせる）ためである。ピントが合わせられた後に、レン
ズバレル１２とレンズキャリ３１が接着されることで、レンズバレル１２は、レンズキャ
リ３１に対して固定される。
【０００４】
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　レンズキャリ３１の側面には、コイル３２－１、３２－２が設けられている。説明の都
合上、コイル３２－１、コイル３２－２をそれぞれ別々に図示したが、１つのコイル３２
として、レンズキャリ３１の側面に設けられている。このコイル３２－１に対向する位置
であり、ケース１１の内側には、マグネット３３－１が設けられている。同様に、コイル
３２－２に対向する位置であり、ケース１１の内側には、マグネット３３－２が設けられ
ている。マグネット３３－１とマグネット３３－２には、それぞれヨークが備えられてい
るが、図１では図示していない。このコイル３２、マグネット３３、およびヨークでボイ
スコイルモータが構成される。
【０００５】
　コイル３２に電流が流されると、図中上下方向に力が発生する。この発生された力で、
レンズキャリ３１が上方向または下方向に移動する。レンズキャリ３１が移動することで
、レンズキャリ３１に固定されているレンズバレル１２も移動する。よって、レンズバレ
ル１２が保持しているレンズ２１乃至２３と、撮像素子１３の距離が変化する。このよう
な仕組みにより、オートフォーカス（ＡＦ：Auto-Focus）が実現される。（例えば、特許
文献１参照）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７-１７７９１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　近年、デジタルカメラの小型化や、デジタルカメラの機能を有する携帯電話機が普及す
るに伴い、ＡＦ用の駆動装置の小型化も望まれている。レンズなどの光学系を小型化する
ことで、ＡＦ用の駆動装置の小型化を実現することは可能であるが、光量が減り、画質が
落ちるなど好ましくない状態が発生する可能性が高い。そのため、レンズなどを小型化す
ることで、ＡＦ用の駆動装置を小型化することは好ましくない。しかしながら、上記した
ように、駆動装置（駆動装置を含む撮像装置）のさらなる小型化は望まれている。
【０００８】
　図１に示した構成のままだと、さらなる小型化を実現するのは困難である。また、図１
に示した構成のまま、例えば、レンズ２１乃至２３を小さくし、レンズバレル１２を小さ
くすれば撮像装置を小型化することは可能であるが、上記したような画質が悪くなるとい
ったことを回避することは困難である。
【０００９】
　特許文献１には、レンズの被写体側に当該レンズへの入射光を遮断するセクタが配置さ
れる形式を採用した際に、撮像装置の小型化を図ることのできる撮像装置についての記載
がある。この特許文献１に記載の撮像装置は、直径の異なる複数のレンズが含まれるレン
ズ群を備え、このレンズ群の被写体側にレンズ群への入射光を遮断するセクタが配置され
ている。レンズ群は、鏡筒内に収容され、この鏡筒の外周側壁は、内部に収容したレンズ
の直径にそれぞれ対応させた直径の異なる複数の部分からなる段部を備え、その段部の周
囲に側壁凹部が形成されている。この側壁凹部にはセクタを駆動するセクタ駆動手段が配
置されている。
【００１０】
　この特許文献１に記載の撮像装置をさらなる小型化することが望まれている。また、特
許文献１に記載の撮像装置では、例えば、鏡筒にネジ機構がなく、製造時に撮像素子に対
してピント調整ができない構造である。
【００１１】
　また、図１を参照して説明した駆動方法以外で、レンズを駆動する方法も提案されてお
り、例えば、圧電素子を用いた駆動方法や形状記憶合金を用いた駆動方法が提案されてお
り、それらの駆動方法でも適用でき、駆動に係わる部分の小型化を実現できることが望ま
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れている。
【００１２】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、レンズを駆動する部分の小型
化を実現できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一側面の撮像装置は、レンズを保持する第１の部材と、前記第１の部材が固定
される第２の部材と、撮像素子の撮像面に対して前記第２の部材を垂直方向に駆動する駆
動手段とを備え、前記第１の部材は、異なる口径を有し、小さな口径を有する部分に、前
記第２の部材と螺合する部分が設けられ、前記異なる口径の差分により生じる空間に、前
記駆動手段が設けられる。
【００１４】
　前記第１の部材は、複数枚の異なる口径のレンズを保持し、前記レンズの口径に対応し
た口径を有する形状とされているようにすることができる。
【００１５】
　前記駆動手段は、コイル、マグネット、およびヨークから構成されるボイスコイルモー
タであり、前記空間には、前記ボイスコイルモータが設けられ、前記ボイスコイルモータ
のうち、前記第２の部材の側面には、前記コイルが設けられるようにすることができる。
【００１６】
　前記駆動手段は、圧電素子、前記圧電素子に接続されている軸、および前記軸が貫通し
、前記第２の部材と接続されているフックを含み、前記空間には、前記圧電素子、前記軸
、前記フックが設けられるようにすることができる。
【００１７】
　前記駆動手段は、形状記憶合金で構成されるワイヤ、前記ワイヤが掛止されるフック、
および前記ワイヤに接続される電極を含み、前記空間には、前記ワイヤ、前記フック、お
よび前記電極が設けられるようにすることができる。
【００１８】
　本発明の一側面の撮像装置においては、レンズを保持する部材の一番小さな口径を有す
るレンズに対応した口径の部分に、レンズを駆動させる部材と螺合させるためのネジが設
けられ、異なる口径を有するために生まれる空間に、駆動手段が設けられる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の一側面によれば、レンズを駆動する部分の小型化を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来の撮像装置の一例の構成を示す図である。
【図２】本発明を適用した撮像装置の一実施の形態の構成を示す図である。
【図３】撮像装置の構成について説明するための図である。
【図４】撮像装置の大きさについて説明するための図である。
【図５】比較のための従来の撮像装置の一例の構成を示す図である。
【図６】本発明を適用した撮像装置の他の実施の形態の構成を示す図である。
【図７】比較のための従来の撮像装置の一例の構成を示す図である。
【図８】本発明を適用した撮像装置の他の実施の形態の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２２】
　本発明は、撮像装置に適用できる。撮像装置は、具体的に、デジタルスチルカメラや、
デジタルスチルカメラの機能を有する携帯電話機などに含まれる装置である。そのような
撮像装置においては、レンズが駆動される（例えば、撮像素子に対して遠近方向に対して
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移動される）ことにより、オートフォーカス（ＡＦ：Auto-Focus）が実現される。
【００２３】
　オートフォーカスを実現するための駆動装置を含む撮像装置は、例えば、図１に示した
ように構成されている。図１を再度参照するに、撮像装置１０は、レンズキャリ３１を収
容するケース１１から構成されている。レンズキャリ３１は、ケース１１に対して図中上
下方向（撮像素子１３に対して、遠近方向）に可動可能なように構成されている。また、
レンズキャリ３１の内側には、複数のレンズ２１乃至２３が格納されるレンズバレル１２
が固定された状態で装着されている。
【００２４】
　以下に説明する本実施の形態は、上記した撮像装置の主に、レンズバレルとレンズキャ
リに関する。以下に説明する本実施の形態を適用したレンズバレルとレンズキャリを適用
した撮像装置は、従来の撮像装置よりも小型化されたものとすることができる。よって、
そのような小型化された撮像装置を備える装置、例えば、デジタルスチルカメラや携帯電
話機を小型化することが可能となる。また、撮像装置以外の部分に割り当てられるスペー
スを増大させることが可能となり、他の機能を向上させることが可能となる。
【００２５】
　このような効果を期待できる撮像装置について以下に説明する。オートフォーカスを実
現する方法として、ボイスコイルモータを用いた方法（図１を参照して説明した方法）、
圧電素子を用いた方法、および形状記憶合金で構成されるワイヤを用いる方法が提案され
ている。そこで、以下に説明する本実施の形態は、それぞれの方法における形態を説明す
る。すなわち、第１の実施の形態として、ボイスコイルモータを用いてオートフォーカス
を実現する場合、第２の実施の形態として、圧電素子を用いてオートフォーカスを実現す
る場合、第３の実施の形態として、形状記憶合金で構成されるワイヤを用いてオートフォ
ーカスを実現する場合を例にあげて説明する。
【００２６】
　また、以下の説明においては、レンズを保持する部材を、レンズバレルと称し、そのレ
ンズバレルが固定される部材をレンズキャリと称し、そのレンズキャリを駆動する部分を
、適宜、駆動装置と称する。レンズバレルは、円筒状の形状であるが、レンズの口径に合
わせた口径とされているため、上側の口径（外径）と下側の口径（外径）が異なる形状と
されている。そして、レンズバレルの口径のうち、小さな口径を有する方に、レンズキャ
リと螺合する部分（ネジ）が設けられる。さらに、口径が異なるため、その口径の違いに
よる空間が生じる。その生じた空間に、駆動手段が設けられる。この駆動手段は、上記し
たように、第１乃至第３の実施の形態毎に異なり、以下に説明する。
【００２７】
　［第１の実施の形態について］
第１の実施の形態について、以下に説明する。図２は、第１の実施の形態における撮像装
置１００の構成例を示す図であり、撮像装置１００の断面を示す図である。図２に示した
撮像装置１００は、ケース１０１、レンズバレル１０２、撮像素子１０３を含む構成とさ
れている。図２に示した撮像装置１００を、パーツ毎に図示すると、図３に示したように
なる。
【００２８】
　図３を参照するに、レンズバレル１０２の内側には、レンズ２１、レンズ２２、レンズ
２３が組み込まれ、それらのレンズ２１乃至２３を保持する構成とされている。レンズバ
レル１０２の外側の側面にはネジ１１１が備えられている。
【００２９】
　ケース１０１の内側にはレンズキャリ１２１が備えられている。レンズキャリ１２１の
内側（内径）にはネジ１２２が備えられている。レンズキャリ１２１の外側（外形）の側
面には、コイル１２３が備えられている。このコイル１２３は、レンズキャリ１２１の側
面を周回するように構成されている。コイル１２３と対向する位置であり、ケース１０１
の内側（内径）には、マグネット１２４－１、マグネット１２４－２が、それぞれ所定の
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位置に備えられている。マグネット１２４－１とマグネット１２４－２は、対向する位置
に備えられている。
【００３０】
　マグネット１２４－１とマグネット１２４－２には、それぞれヨークが付けられている
が、図２、図３においては、マグネットとヨークを合わせて、マグネット１２４－１また
はマグネット１２４－２として図示してある。以下、個々にマグネット１２４－１とマグ
ネット１２４－２を区別する必要がない場合、単にマグネット１２４と記載する。
【００３１】
　レンズバレル１０２のネジ１１１と、レンズキャリ１２１に備えられているネジ１２２
は、螺合するように構成されている。レンズバレル１０２がレンズキャリ１２１に螺合さ
れるのは、製造時に撮像素子１０３との距離を合わせる（ピントを合わせる）ためである
。ピントが合わせられた後に、レンズバレル１０２とレンズキャリ１２１が接着されるこ
とで、レンズバレル１０２は、レンズキャリ１２１に対して固定される。
【００３２】
　このようにして、レンズバレル１０２がケース１０１に挿入され、レンズキャリ１２１
に対して固定されると、撮像素子１０３がケース１０１に挿入され、ケース１０１に対し
て固定される。このように、順次、ケース１０１にレンズバレル１０２と撮像素子１０３
が装着されることで、図２に示した構成を有する撮像装置１００が製造される。
【００３３】
　このような構成を有する撮像装置１００において、レンズキャリ１２１に備えられたコ
イル１２３に電流が流されると、マグネット１２４との関係で、電流の流れる向きにより
図中上方向または下方向に力が発生する。この発生された力で、レンズキャリ１２１が上
方向または下方向に移動する。レンズキャリ１２１が移動することで、レンズキャリ１２
１に固定されているレンズバレル１０２も移動する。よって、レンズバレル１０２が保持
しているレンズ２１乃至２３と、撮像素子１０３の距離が変化する。このような仕組みに
より、オートフォーカス（ＡＦ：Auto-Focus）が実現される。
【００３４】
　レンズバレル１０２の構造についてさらに説明を加える。図３を参照するに、レンズバ
レル１０２は、段上の構成とされ、図３に示した構成では、２段の構成とされている。段
１５１は、レンズ２３を含み、段１５２は、レンズ２１とレンズ２２を含む構成とされて
いる。レンズ２１乃至２３は、図３に示したように、その大きさは、以下の関係を満たし
ている。
　レンズ２１＜レンズ２２＜レンズ２３
【００３５】
　よって、レンズ２３を含む段１５１は、レンズ２１とレンズ２２を含む段１５２よりも
口径（直径）が大きく構成されている。段１５１の口径は、レンズ２３の口径よりも少し
大きい口径である。また、段１５２の口径は、レンズ２２の口径よりも少し大きく、レン
ズ２３の口径よりは小さい。
【００３６】
　段１５２には、ネジ１１１が設けられている。この段１５２に設けられているネジ１１
１と、レンズキャリ１２１に設けられているネジ１２２が螺合する。レンズキャリ１２１
の口径は、ネジ１１１とネジ１２２が螺合する口径とされる。よって、レンズキャリ１２
１の口径は、段１５２の口径よりも少し大きい口径とされる。
【００３７】
　さらに、段１５２の高さは、レンズキャリ１２１の高さよりも短い長さとされる。高さ
とは、図３中、上下方向（撮像素子に対して遠近方向）を意味する。レンズキャリ１２１
にレンズバレル１０２が固定されたとき、レンズキャリ１２１の一端に、レンズバレル１
０２の段１５１が接触しないような高さに、レンズキャリ１２１の高さは決定される。
【００３８】
　ここで、従来の撮像装置１０と第１の実施の形態における撮像装置１００を比較する。
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図４の上図は、図１に示した従来の撮像装置１０の構成を示し、図４の下図は、図２に示
した本発明の第１の実施の形態における撮像装置１００の構成を示す。
【００３９】
　撮像装置１０と撮像装置１００は、ともに、レンズ２１乃至２３を含む。よって、光学
系で、撮像装置１０と撮像装置１００とでは異なる点がなく、同等の画質の画像を撮像で
きる。また、撮像装置１０の撮像素子１３と撮像装置１００の撮像素子１０３は、ともに
同じ画素数の撮像素子である。よって、この点でも、同等の画質の画像を撮像できる。
【００４０】
　しかしながら、撮像装置１０よりも、撮像装置１００は小型化されていることがわかる
。これは、撮像装置１００のレンズバレル１０２に段を設け、小さいレンズが収納される
段１５２を、大きいレンズが収納される段１５１よりも、その口径が小さくなるように構
成したことにより、その分、小型化が実現できるからである。また、段１５１と段１５２
の差分のところ、詳細には、段１５１の口径と段１５２の口径の差分のところに、レンズ
キャリ１２１、ネジ１２２、コイル１２３、およびマグネット１２４が収まるように構成
されることにより、撮像装置１００の小型化が実現されるからである。
【００４１】
　すなわち、レンズバレル１０２を、格納するレンズの大きさに対応して徐々に口径が小
さくなるような形状とし、口径が小さい方に、ネジ１１１を設け、その部分がレンズキャ
リ１２１に螺合する構成とし、さらに、その口径が小さい側にコイル１２３、マグネット
１２４を含む駆動装置を備える構成とすることで、撮像装置１００を小型化することが可
能となる。
【００４２】
　なお、“レンズバレル１０２を、格納するレンズの大きさに対応して徐々に口径が小さ
くなるような形状”と記載したが、この”徐々に口径が小さくなる“とは、以下のような
形状を含むことを意味する。すなわち、例えば、図３に示したように、段１５１と段１５
２といったように段形状に構成されることを含む。また、図示はしないが、２段でなく、
例えば、図３に示すようにレンズ２１乃至２３のように、レンズが３枚含まれる場合には
、レンズの枚数に対応し３段の段数が設けられるような構成も含まれる。
【００４３】
　また、図示はしないが、段でなく、撮像素子１０３側から離れる方向で、徐々に、連続
的に口径が小さくなるような、例えば、円錐形状（円錐形状の一部分）の構成も含まれる
。また、例えば、ネジが設けられる方（図３においては、段１５２に相当）は円筒形状と
され、ネジが設けられない側（図３においては、段１５１に相当）は円錐形状の一部分の
形状とされるといったような組み合わせの形状も含まれる。さらには、このような形状か
ら想到される形状も含まれる。
【００４４】
　図４の上図に示した従来の撮像装置１０は、レンズバレル１２の外側にレンズキャリ３
１が位置し、さらに、レンズキャリ３１の外側にコイル３２、マグネット３３が位置して
いる。すなわちこのような構成の場合、レンズキャリ３１の口径は、レンズバレル１２の
口径よりも大きくなり、そのような口径の大きなレンズキャリ３１の外側に、さらにコイ
ル３２、マグネット３３が位置しているため、撮像装置１０自体が大きくなってしまう。
【００４５】
　しかしながら、図４の下図に示した本発明の第１の実施の形態を適用した撮像装置１０
０においては、上記したような構成を有するために、レンズバレル１０２の外側ではある
が、レンズバレル１０２の一番大きな口径（外径）の部分よりは内側の部分に、レンズキ
ャリ１２１が位置している。さらに、レンズキャリ１２１の外側にコイル１２３、マグネ
ット１２４が、レンズバレル１０２の外径よりは内側の部分に位置している。よって、レ
ンズバレル１０２の外径より外側には、レンズキャリ１２１、コイル１２３、マグネット
１２４の全てまたは一部が位置しないため、撮像装置１００自体が小型化される。
【００４６】
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　さらに換言すれば、レンズバレル１０２の撮像素子１０３側の口径は大きく、その反対
側の口径は小さい形状とされている。このようにレンズバレル１０２の口径が異なるため
、その差分のところに空間が生まれる。この空間に、撮像素子１０３の撮像面に対してレ
ンズキャリ１２１を垂直方向に移動させるための駆動手段（この場合、コイル１２３、マ
グネット１２４、およびヨーク）を備えることで、撮像装置１００の小型化が実現される
。
【００４７】
　このように、本発明を適用することで、撮像装置を小型化することが可能となる。また
、小型化されても、撮像される画像の画質が劣化するようなことはない。
【００４８】
　なお、レンズバレル１０２がレンズキャリ１２１に螺合されることで、製造時にピント
合わせが行われるが、このピント合わせは、従来の撮像装置１０と同じ方法で行うことが
できる。
【００４９】
　［第２の実施の形態について］
第２の実施の形態について、以下に説明する。第２の実施の形態は、圧電素子を用いてオ
ートフォーカスを実現する場合である。圧電素子は、圧電体に加えられた力を電圧に変換
する、あるいは電圧を力に変換する、圧電効果を利用した受動素子であり、ピエゾ素子な
どと称されることもある。このような圧電素子を用いてオートフォーカスを行うときの撮
像装置について説明するために、まず比較のために、先に、従来の撮像装置の構成を、図
５に示す。図５Ａは、撮像装置２００を上側から見たときの図であり、図５Ｂは、撮像装
置２００を側面から見たときの図（断面図）である。
【００５０】
　撮像装置２００は、ケース２０１、レンズバレル２０２、撮像素子２０３を含む構成と
されている。レンズバレル２０２の内側には、レンズ２１、レンズ２２、レンズ２３が組
み込まれ、レンズバレル２０２は、それらのレンズ２１乃至２３を保持する構成とされて
いる。レンズバレル２０２の外側の側面にはネジ２１１が備えられている。
【００５１】
　ケース２０１の内側にはレンズキャリ２２１が備えられている。レンズキャリ２２１の
内側（内径）にはネジ２２２が備えられている。レンズキャリ２２１の外側（外形）の側
面の所定の位置には、スライドフック２２３が備えられている。このスライドフック２２
３の両端のうち、一端は、レンズキャリ２２１と接続され、他端は、円形とされ、その中
心部には円形の穴が開いている。この穴には、軸２２４が貫通するように構成されている
。
【００５２】
　軸２２４には、圧電素子２２５が装着され、その圧電素子２２５は、ケース２０１に固
定されている。圧電素子２２５に電流が流されると、力が発生し、スライドフック２２３
がスライドする構成とされている。スライドフック２２３がスライドすることで、レンズ
キャリ２２１がケース２０１に対して上下方向（撮像素子２０３に対して遠近方向）に移
動することで、オートフォーカスが実現される。
【００５３】
　図５に示した従来の撮像装置２００は、レンズバレル２０２の外側にレンズキャリ２２
１が位置し、さらに、レンズキャリ２２１の外側にスライドフック２２３、軸２２４、圧
電素子２２５が位置している。すなわちこのような構成の場合、レンズキャリ２２１の口
径は、レンズバレル２０２の口径よりも大きくなり、そのような口径の大きなレンズキャ
リ２２１の外側に、さらにスライドフック２２３、軸２２４、圧電素子２２５が位置して
いるため、撮像装置２００自体が大きくなってしまう。
【００５４】
　そこで、本発明を適用した第２の実施の形態における撮像装置は、図６に示すような構
成を有し、撮像装置の小型化を実現する。図６Ａは、撮像装置２５０を上側から見たとき
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の図であり、図６Ｂは、撮像装置２５０を側面から見たときの図（断面図）である。
【００５５】
　図６に示した撮像装置２５０は、図５に示した従来の撮像装置２００と、基本的に同様
の構成である。撮像装置２５０は、ケース２５１、レンズバレル２５２、撮像素子２５３
を含む構成とされている。レンズバレル２５２の内側には、レンズ２１、レンズ２２、レ
ンズ２３が組み込まれ、レンズバレル２５２は、それらのレンズ２１乃至２３を保持する
構成とされている。レンズバレル２５２の外側の側面にはネジ２６１が備えられている。
【００５６】
　ケース２５１の内側にはレンズキャリ２７１が備えられている。レンズキャリ２７１の
内側（内径）にはネジ２７２が備えられている。レンズキャリ２７１の外側（外形）の側
面の所定の位置には、スライドフック２７３が備えられている。このスライドフック２７
３の両端のうち、一端は、レンズキャリ２７６と接続（一体化されて構成）され、他端は
、円形とされ、その中心部には円形の穴が開いている。この穴には、軸２７４が貫通する
ように構成されている。
【００５７】
　軸２７４には、圧電素子２７５が装着され、その圧電素子２７５は、ケース２５１に固
定されている。圧電素子２２５に電流が流されると、力が発生し、スライドフック２７３
がスライドする構成とされている。スライドフック２７３がスライドすることで、レンズ
キャリ２７１がケース２５１に対して上下方向（撮像素子２５３に対して遠近方向）に移
動することで、オートフォーカスが実現される。
【００５８】
　レンズバレル２５２の構造についてさらに説明を加える。図６Ｂを参照するに、レンズ
バレル２５２は、段上の構成とされ、図６に示した構成では、２段の構成とされている。
段２８１は、レンズ２３を含み、段２８２は、レンズ２１とレンズ２２を含む構成とされ
ている。レンズ２１乃至２３は、図６に示したように、その大きさは、以下の関係を満た
している。
　レンズ２１＜レンズ２２＜レンズ２３
【００５９】
　よって、レンズ２３を含む段２８１は、レンズ２１とレンズ２２を含む段２８２よりも
口径（直径）が大きく構成されている。段２８１の口径は、レンズ２３の口径よりも少し
大きい口径である。また、段２８２の口径は、レンズ２２の口径よりも少し大きく、レン
ズ２３の口径よりは小さい。
【００６０】
　段２８２には、ネジ２６１が設けられている。この段２８２に設けられているネジ２６
１と、レンズキャリ２７１に設けられているネジ２７２が螺合する。レンズキャリ２７１
の口径は、ネジ２６１とネジ２７２が螺合する口径とされる。よって、レンズキャリ２７
１の口径は、段２８２の口径よりも少し大きい口径とされる。
【００６１】
　さらに、段２８２の高さは、レンズキャリ２７１の高さよりも短い長さとされる。高さ
とは、図６中、上下方向（撮像素子２５３に対して遠近方向）を意味する。レンズキャリ
２７１にレンズバレル２５２が固定されたとき、レンズキャリ２７１の一端に、レンズバ
レル２５２の段２８１が接触しないような高さに、レンズキャリ２７１の高さは決定され
る。
【００６２】
　ここで、従来の撮像装置２００と第２の実施の形態における撮像装置２５０を比較する
。撮像装置２００と撮像装置２５０は、ともに、レンズ２１乃至２３を含む。よって、光
学系で、撮像装置２００と撮像装置２５０とでは異なる点がなく、同等の画質の画像を撮
像できる。また、撮像装置２００の撮像素子１３と撮像装置２５０の撮像素子２５３は、
ともに同じ画素数の撮像素子である。よって、この点でも、同等の画質の画像を撮像でき
る。
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【００６３】
　しかしながら、撮像装置２００よりも、撮像装置２５０は小型化されていることがわか
る。これは、撮像装置２５０のレンズバレル２５２に段を設け、小さいレンズが収納され
る段２８２を、大きいレンズが収納される段２８１よりも、その口径が小さくなるように
構成したことにより、その分、小型化が実現できるからである。また、段２８１と段２８
２の差分のところ、詳細には、段２８１の口径と段２８２の口径の差分のところに、レン
ズキャリ２７１、スライドフック２７３、軸２７４の一部または全てが収まるように構成
されることにより、撮像装置２５０の小型化が実現されるからである。
【００６４】
　すなわち、レンズバレル２５２を、格納するレンズの大きさに対応して徐々に口径が小
さくなるような形状とし、口径が小さい方に、ネジ２６１を設け、その部分が、レンズキ
ャリ２７１に螺合する構成とし、さらに、その口径が小さい側にスライドフック２７３、
軸２７４、および圧電素子２７５を含む駆動装置を備える構成とすることで、撮像装置２
５０を小型化することが可能となる。
【００６５】
　なお、“レンズバレル２５２を、格納するレンズの大きさに対応して徐々に口径が小さ
くなるような形状”と記載したが、この”徐々に口径が小さくなる“とは、以下のような
形状を含むことを意味する。すなわち、例えば、図６に示したように、段２８１と段２８
２といったように段形状に構成されることを含む。また、図示はしないが、２段でなく、
例えば、図６に示すようにレンズ２１乃至２３のように、レンズが３枚含まれる場合には
、レンズの枚数に対応し３段の段数が設けられるような構成も含まれる。
【００６６】
　また、図示はしないが、段でなく、撮像素子２５３側から離れる方向で、徐々に、連続
的に口径が小さくなるような、例えば、円錐形状（円錐形状の一部分）の構成も含まれる
。また、例えば、ネジが設けられる方（図６においては、段２８２に相当）は円筒形状と
され、ネジが設けられない側（図６においては、段２８１に相当）は円錐形状の一部分の
形状とされるといったような組み合わせの形状も含まれる。さらには、このような形状か
ら想到される形状も含まれる。
【００６７】
　図５に示した従来の撮像装置２００は、上記したように、撮像装置２００自体が大きく
なってしまう構造である。しかしながら、図６に示した本発明の第２の実施の形態を適用
した撮像装置２５０においては、上記したような構成を有するために、レンズバレル２５
２の外側ではあるが、レンズバレル２５２の一番大きな口径の部分よりは内側の部分に、
レンズキャリ２７１が位置している。
【００６８】
　さらに、レンズキャリ２７１の外側に位置するスライドフック２７３、軸２７４、およ
び圧電素子２７５を含む駆動装置の一部または全てが、レンズバレル２５２の一番大きな
口径の部分（最大外径）よりは内側の部分に位置している。よって、レンズバレル２５２
の最大外径より、外側には、レンズキャリ２７１、スライドフック２７３、軸２７４、お
よび圧電素子２７５の全て、または一部が位置しないため、撮像装置２５０自体が小型化
される。
【００６９】
　さらに換言すれば、レンズバレル２５２の撮像素子２５３側の口径は大きく、その反対
側の口径は小さい形状とされている。このようにレンズバレル２５２の口径が異なるため
、その差分のところに空間が生まれる。この空間に、撮像素子２５３の撮像面に対してレ
ンズキャリ２７１を垂直方向に移動させるための駆動手段（この場合、スライドフック２
７３、軸２７４、および圧電素子２７５）を備えることで、撮像装置２５０の小型化が実
現される。
【００７０】
　このように、本発明を適用することで、撮像装置を小型化することが可能となる。
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【００７１】
　なお、レンズバレル２５２がレンズキャリ２７１に螺合されることで、製造時にピント
合わせが行われるが、このピント合わせは、従来の撮像装置２００と同じ方法で行うこと
ができる。
【００７２】
　なお、図６に示した撮像装置２５０では、１組のスライドフック２７３と軸２７４を図
示したが、２組乃至４組、設けられる構成とすることが可能である。スライドフック２７
３と軸２７４の組以外のスライドフックと軸の組は、それぞれレンズキャリ２７１を支持
するために設けられ、圧電素子は装着されない。複数のスライドフックと軸の組が、撮像
装置２５０に備えられても、それらのスライドフックと軸により撮像装置２５０の構成が
大きくなるということはなく、小型化を実現できることに変わりはない。
【００７３】
　［第３の実施の形態について］
第３の実施の形態について、以下に説明する。第３の実施の形態は、形状記憶合金のワイ
ヤを用いてオートフォーカスを実現する場合である。形状記憶合金は、電流が流されると
、その長さが長くなる、または短くなる特性がある。このような形状記憶合金のワイヤを
用いてオートフォーカスを行うときの撮像装置について説明するために、まず比較のため
に、先に、従来の撮像装置の構成を、図７に示す。図７Ａは、撮像装置３００を上側から
見たときの図であり、図７Ｂは、撮像装置３００を側面から見たときの図（断面図）であ
る。
【００７４】
　撮像装置３００は、ケース３０１、レンズバレル３０２、撮像素子３０３を含む構成と
されている。レンズバレル３０２の内側には、レンズ２１、レンズ２２、レンズ２３が組
み込まれ、それらのレンズ２１乃至２３を保持する構成とされている。レンズバレル３０
２の外側の側面にはネジ３１１が備えられている。
【００７５】
　ケース３０１の内側にはレンズキャリ２３１が備えられている。レンズキャリ２３１の
内側（内径）にはネジ３２２が備えられている。レンズキャリ２３１の外側（外形）の側
面の所定の位置には、フック３２３－１とフック３２３－２が備えられている。このフッ
ク３２３－１とフック３２３－２は、レンズキャリ２３１を挟んで、対向する位置に備え
られている。このフック３２３－１とフック３２３－２（以下、個々に区別する必要がな
い場合、単にフック３２３と記述する。他の部分も同様に記載する）には、形状記憶合金
で構成されるワイヤ３３２が掛止されている。
【００７６】
　ワイヤ３３２は、電極３３１-１と電極３３１－２にも接続されている。電極３３１－
１と電極３３１－２から、ワイヤ３３２に対して電流が流れ、ワイヤ３３２の温度が高く
なると、形状記憶合金で構成されているワイヤ３３２は、その長さが短くなる。ワイヤ３
３２の長さが短くなると、ワイヤ３３２が掛止されているフック３２３がケース３０１に
対して上昇することになる。
【００７７】
　フック３２３は、レンズキャリ３２１と一体化に構成されているため、フック３２３が
、ケース３０１に対して上昇すると、レンズキャリ３２１もケース３０１に対して上昇す
ることになる。このようにして、レンズキャリ３２１が駆動される。また逆に、ワイヤ３
３２に流されていた電流が停止されると、ワイヤ３３２の温度が下降し、ワイヤ３３２の
長さが長くなる。ワイヤ３３２の長さが長くなる（元に戻る）ことで、フック３２３が下
降し、レンズキャリ３２１も下降することになる。
【００７８】
　レンズキャリ３２１には、レンズを保持するレンズバレル３０２が嵌合している。よっ
て、このようにレンズキャリ３２１が駆動されることで、保持されているレンズの位置が
変化し、焦点距離が調整される。すなわち、オートフォーカスが実現される。



(12) JP 2011-17946 A 2011.1.27

10

20

30

40

50

【００７９】
　図７に示した従来の撮像装置３００は、レンズバレル３０２の外側にレンズキャリ３２
１が位置し、さらに、レンズキャリ３２１の外側にフック３２３、ワイヤ３２４、電極３
３１が位置している。すなわちこのような構成の場合、レンズキャリ３２１の口径は、レ
ンズバレル３０２の口径よりも大きくなり、そのような口径の大きなレンズキャリ３２１
の外側に、さらにフック３２３、ワイヤ３２４、電極３３１が位置しているため、撮像装
置３００自体が大きくなってしまう。
【００８０】
　そこで、本発明を適用した第３の実施の形態における撮像装置は、図８に示すような構
成を有することで、小型化が実現できるようにする。図８Ａは、撮像装置３５０を上側か
ら見たときの図であり、図８Ｂは、撮像装置３５０を側面から見たときの図（断面図）で
ある。
【００８１】
　図８に示した撮像装置３５０は、図７に示した従来の撮像装置３００と、基本的に同様
の構成である。撮像装置３５０は、ケース３５１、レンズバレル３５２、撮像素子３５３
を含む構成とされている。レンズバレル３５２の内側には、レンズ２１、レンズ２２、レ
ンズ２３が組み込まれ、それらのレンズ２１乃至２３を保持する構成とされている。レン
ズバレル３５２の外側の側面にはネジ３６１が備えられている。
【００８２】
　ケース３５１の内側にはレンズキャリ２７１が備えられている。レンズキャリ２７１の
内側（内径）にはネジ３７２が備えられている。レンズキャリ２７１の外側（外形）の側
面の所定の位置には、フック３７３－１とフック３７３－２が備えられている。このフッ
ク３７３－１とフック３７３－２は、レンズキャリ２７１を挟んで、対向する位置に備え
られている。このフック３７３－１とフック３７３－２には、形状記憶合金で構成される
ワイヤ３３７が掛止されている。
【００８３】
　ワイヤ３８２は、電極３８１-１と電極３８１－２にも接続されている。電極３８１－
１と電極３８１－２から、ワイヤ３８２に対して電流が流れ、ワイヤ３８２の温度が高く
なると、形状記憶合金で構成されているワイヤ３８２は、その長さが短くなる。ワイヤ３
８２の長さが短くなると、ワイヤ３８２が掛止されているフック３７３がケース３５１に
対して上昇することになる。
【００８４】
　フック３７３は、レンズキャリ３７１と一体化に構成されているため、フック３７３が
、ケース３５１に対して上昇すると、レンズキャリ３７１もケース３５１に対して上昇す
ることになる。このようにして、レンズキャリ３７１が駆動される。また逆に、ワイヤ３
８２に流されていた電流が停止されると、ワイヤ３８２の温度が下降し、ワイヤ３８２の
長さが長くなる。ワイヤ３８２の長さが長くなる（元に戻る）ことで、フック３７３が下
降し、レンズキャリ３７１も下降することになる。
【００８５】
　レンズキャリ３７１には、レンズを保持するレンズバレル３５２が嵌合している。よっ
て、このようにレンズキャリ３７１が駆動されることで、保持されているレンズの位置が
変化し、焦点距離が調整される。すなわち、オートフォーカスが実現される。
【００８６】
　レンズバレル３５２の構造についてさらに説明を加える。図８Ｂを参照するに、レンズ
バレル３５２は、段上の構成とされ、図８に示した構成では、２段の構成とされている。
段３９１は、レンズ２３を含み、段３９２は、レンズ２１とレンズ２２を含む構成とされ
ている。レンズ２１乃至２３は、図８に示したように、その大きさは、以下の関係を満た
している。
　レンズ２１＜レンズ２２＜レンズ２３
【００８７】
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　よって、レンズ２３を含む段３９１は、レンズ２１とレンズ２２を含む段３９２よりも
口径（直径）が大きく構成されている。段３９１の口径は、レンズ２３の口径よりも少し
大きい口径である。また、段３９２の口径は、レンズ２２の口径よりも少し大きく、レン
ズ２３の口径よりは小さい。
【００８８】
　段３９２には、ネジ３６１が設けられている。この段３９２に設けられているネジ３６
１と、レンズキャリ３７１に設けられているネジ３７２が螺合する。レンズキャリ３７１
の口径は、ネジ３６１とネジ３７２が螺合する口径とされる。よって、レンズキャリ３７
１の口径は、段３９２の口径よりも少し大きい口径とされる。
【００８９】
　さらに、段３９２の高さは、レンズキャリ３７１の高さよりも短い長さとされる。高さ
とは、図８中、上下方向（撮像素子３５３に対して遠近方向）を意味する。レンズキャリ
３７１にレンズバレル３５２が固定されたとき、レンズキャリ３７１の一端に、レンズバ
レル３５２の段３９１が接触しないような高さに、レンズキャリ３７１の高さは決定され
る。
【００９０】
　レンズキャリ３７１に備えられているフック３７３の長さは、レンズバレル３５２の一
番大きな口径（最大外径）よりも外側に、その先端の一部分が出る程度か、または、好ま
しくはレンズバレル３５２の口径よりも内側に、その先端までが収まる程度の長さとされ
る。
【００９１】
　ここで、従来の撮像装置３００（図７）と第３の実施の形態における撮像装置３５０（
図８）を比較する。撮像装置３００と撮像装置３５０は、ともに、レンズ２１乃至２３を
含む。よって、光学系で、撮像装置３００と撮像装置３５０とでは異なる点がなく、同等
の画質の画像を撮像できる。また、撮像装置３００の撮像素子１３と撮像装置３５０の撮
像素子１０３は、ともに同じ大きさの撮像素子である。よって、画素数の違いもなく、こ
の点でも、同等の画質の画像を撮像できる。
【００９２】
　しかしながら、撮像装置３００よりも、撮像装置３５０は小型化されていることがわか
る。これは、撮像装置３５０のレンズバレル３５２に段を設け、小さいレンズが収納され
る段３９２を、大きいレンズが収納される段３９１よりも、その口径が小さくなるように
構成したことにより、その分、小型化が実現できるからである。また、段３９１と段３９
２の差分のところ、詳細には、段３９１の外径と段３９２の外径の差分のところに、レン
ズキャリ３７１、フック３７３、電極３８１の一部または全てが収まるように構成される
ことにより、撮像装置３５０の小型化が実現されるからである。
【００９３】
　すなわち、レンズバレル３５２を、格納するレンズの大きさに対応して徐々に口径が小
さくなるような形状とし、口径が小さい方に、ネジ３６１を設け、その部分が、レンズキ
ャリ３７１に螺合する構成とし、さらに、その口径が小さい側にフック３７３、電極３８
１、およびワイヤ３８２を含む駆動装置を備える構成とすることで、撮像装置３５０を小
型化することが可能となる。
【００９４】
　なお、“レンズバレル３５２を、格納するレンズの大きさに対応して徐々に口径が小さ
くなるような形状”と記載したが、この”徐々に口径が小さくなる“とは、以下のような
形状を含むことを意味する。すなわち、例えば、図８に示したように、段３９１と段３９
２といったように段形状に構成されることを含む。また、図示はしないが、２段でなく、
例えば、図８に示すようにレンズ２１乃至２３のように、レンズが３枚含まれる場合には
、レンズの枚数に対応し３段の段数が設けられるような構成も含まれる。
【００９５】
　また、図示はしないが、段でなく、撮像素子３５３側から離れる方向で、徐々に、連続
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的に口径が小さくなるような、例えば、円錐形状（円錐形状の一部分）の構成も含まれる
。また、例えば、ネジが設けられる方（図８においては、段３９２に相当）は円筒形状と
され、ネジが設けられない側（図８においては、段３９１に相当）は円錐形状の一部分の
形状とされるといったような組み合わせの形状も含まれる。さらには、このような形状か
ら想到される形状も含まれる。
【００９６】
　図７に示した従来の撮像装置３００は、上記したように、撮像装置３００自体が大きく
なってしまう構造である。しかしながら、図８に示した本発明の第３の実施の形態を適用
した撮像装置３５０においては、上記したような構成を有するために、レンズバレル３５
２の外側ではあるが、レンズバレル３５２の一番大きな口径（外径）の部分よりは内側の
部分に、レンズキャリ３７１が位置している。
【００９７】
　さらに、レンズキャリ３７１の外側に位置するフック３７３、電極３８１、およびワイ
ヤ３８２を含む駆動装置の一部または全てが、レンズバレル３５２の一番大きな口径の部
分よりは内側の部分に位置している。よって、レンズバレル３５２の一番大きな口径より
、外側には、レンズキャリ３７１、フック３７３、電極３８１、およびワイヤ３８２の全
て、または一部が位置しないため、撮像装置３５０自体が小型化される。
【００９８】
　さらに換言すれば、レンズバレル３５２の撮像素子３５３側の口径は大きく、その反対
側の口径は小さい形状とされている。このようにレンズバレル３５２の口径が異なるため
、その差分のところに空間が生まれる。この空間に、撮像素子３５３の撮像面に対してレ
ンズキャリ３７１を垂直方向に移動させるための駆動手段（この場合、フック３７３、電
極３８１、およびワイヤ３８２）を備えることで、撮像装置３５０の小型化が実現される
。
【００９９】
　このように、本発明を適用することで、撮像装置を小型化することが可能となる。また
、小型化したときに、撮像される画像の画質が劣化するといったことはない。
【０１００】
　なお、レンズバレル３５２がレンズキャリ３７１に螺合されることで、製造時にピント
合わせが行われるが、このピント合わせは、従来の撮像装置３００と同じ方法で行うこと
ができる。
【０１０１】
　なお、図８に示した撮像装置３５０では、２本のフック３７３と２つの電極３８１、お
よびそれらに接続され、レンズキャリ３７１を周回するワイヤ３８２を図示したが、１本
のフック３７３と２つの電極３８１、およびそれらに接続され、レンズキャリ３７１を周
回するワイヤ３８２で構成することも可能である。すなわち、例えば、電極３８１－１と
電極３８１－２に、それぞれワイヤ３８２の端が接続され、そのワイヤ３８２の中央部分
に、フック３７３－１（またはフック３７３－２）が位置するように構成することも可能
である。
【０１０２】
　このように構成された場合であっても、撮像装置３５０の構成が大きくなるということ
はなく、小型化を実現できることに変わりはない。
【０１０３】
　なお、上述した第１の実施の形態乃至第３の実施の形態においては、撮像素子に近い方
のレンズが大きく、撮像素子から遠ざかる方向で、配置されるレンズが小さくなる実施の
形態を例にあげて説明した。しかしながら、本発明は、そのようなレンズの配置に限定さ
れるわけではない。すなわち、例えば、撮像素子に遠い方のレンズが大きく、撮像素子に
近づく方向で、配置されるレンズが小さくなる実施の形態に対しても、本発明を適用する
ことはできる。
【０１０４】
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　このようなレンズの配置にした場合、小さいレンズが配置されるレンズバレルの方に、
ネジや駆動装置が設けられる。また、このようなレンズの配置にした場合であっても、上
記した実施の形態と同じく、撮像装置の大きさを小型化できることはいうまでもない。
【０１０５】
　なお、上述した実施の形態においては、３枚のレンズ２１乃至２３が備えられる撮像装
置を例にあげて説明したが、本発明は、３枚のレンズが備えられている撮像装置に適用範
囲が限定されることを示しているのではない。すなわち、本発明は、複数のレンズを備え
る撮像装置に適用できる。
【０１０６】
　このように、レンズが複数枚で構成され、撮像素子に近いほどその直径が大きくなる（
又は小さくなる）構成の場合、それらの複数枚のレンズを保持するレンズバレルを単なる
円柱形とせず、レンズの直径に合わせて、段付き形状、または少なくとも一部分が徐々に
口径が小さくなるような形状を含む形状とする。レンズバレルを保持するレンズキャリも
、レンズバレルに合わせた形状とすることで、対象物側はモジュール内壁に対して十分な
スペースを確保することができ、アクチュエータをこの部分に構成できる。それ故、レン
ズモジュールを小さくすることが可能となる。
【０１０７】
　また、従来の撮像装置で、レンズバレルおよびレンズキャリにネジ部を設けられていな
い構造の撮像装置においては、撮像素子に対してピント調整ができなかった。本発明にお
いては、レンズバレルおよびレンズキャリにネジ部を設けている。このように、レンズバ
レルおよびレンズキャリにネジ部を設けることで、製造時などに撮像素子に対するピント
調整ができるようになる。
【０１０８】
　本発明を用いた場合は、オートフォーカスのストロークを必要以上にとる必要がなくな
り、アクチュエータに対する特性の要求を軽減できる。さらに、ストロークすなわち可動
範囲が小さくてすむため消費電力も少なくてすむ。
【０１０９】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【０１１０】
　１０１　ケース，　１０２　レンズバレル，　１０３　撮像素子，　１１１　ネジ，　
１２１　レンズキャリ，　１２２　ネジ，　１２３　コイル，　１２４　マグネット，　
１５１，１５２　段，　２５１　ケース，　２５２　レンズバレル，　２５３　撮像素子
，　２６１　ネジ，　２７１　レンズキャリ，　２７２　ネジ，　２７３　スライドフッ
ク，　２７４　軸，　２７５　圧電素子，　２８１，２８２　段，　３５１　ケース，　
３５２　レンズバレル，　３５３　撮像素子，　３６１　ネジ，　３７１　レンズキャリ
，　３７２　ネジ，　３７３　フック，　３８１　電極，　３８２　ワイヤ，　３９１，
３９２　段
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